
 

 

 

上三川町文書管理システム導入業務 

プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月 

上三川町 総務課 
 

 



上三川町文書管理システム導入業務プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

上三川町では、上三川町ＤＸ推進計画及び上三川町庁内ＤＸアクションプラ

ンに基づき、ペーパーレス化による業務効率化を図るため、電子決裁機能を含

む文書管理システムを新たに導入する。文書管理システムの導入について、広

く企画提案を募集し、最も適切な事業者を選定するため、公募型プロポーザル

方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 上三川町文書管理システム導入業務 

(2) 履行場所 上三川町役場、ＯＲＩＧＡＭＩプラザ、給食センター、 

上三川町役場仮庁舎（旧中央公民館） 

(3) 履行内容 文書管理システムの導入、既存データ移行、運用保守、研修等 

(4) 履行期間 原則として下記の日程とするが、提案された日程をもとに協議

し決定する。 

ア システム構築 契約日の翌日から令和７年１０月３１日まで 

イ システム運用 ６０箇月 

令和７年１１月１日から令和１２年１０月３１日まで 

（「イ システム運用」については、令和７年度に地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２３４号の３による長期継続契約を締結予定。契約に当たっ

ては、契約書に当該契約に係る各年度の予算が削除又は減額された場合は、

当該契約を解除する旨を記載するものとする。） 

(5) 提案上限額 

 ア システム導入費用（システム構築等の導入に要する費用） 

 ２４，０４６，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

 イ 運用費用（システム使用料６０月分（運用及び保守費用を含む。）） 

 １９，４０４，０００円（消費税及び地方消費税込み） 



※見積上限額は、予定価格を示すものではない。ただし企画提案書等を提出

する際には、上限価格を越えないこと。 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たすものとする。 

(1) 上三川町入札参加資格名簿に登録されている者とする。ただし、登録をし

ていない者も次の書類を提出することで登録されている者と同じ扱いとする。 

ア 商業登記簿謄本 

イ 納税証明書 税務署で発行する消費税及び法人税証明書 

ウ 完納証明書（町内に本店及び営業所がある等の納税義務がある場合のみ）

町税務課発行の証明書 

 ※証明書の発行日は、令和６年１１月１日以降のものに限る。（写し可） 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当する者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づく民

事再生手開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 事業者及びその代表者又は役員等が上三川町暴力団排除条例（平成２４年

上三川町条例第３０号）第２条第１項第１号から第３号までのいずれにも該

当しないこと。 

(5) 国税、県税及び市町村税を滞納していない者であること。 

(6) 自治体（国、都道府県、市町村）における文書管理システムの導入実績を

過去５年間に３団体以上有すること。 

(7) ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰサービス提供者（アプリケーション及びコンテンツサ

ービス）の登録者であり、自社製品のパッケージシステム（ＬＧＷＡＮ－Ａ

ＳＰ方式）の提供ができること。 

４ スケジュール 

項目 日程 



質問票受付期限 令和７年１月１６日（木） 

質問票の回答日 令和７年１月２１日（火） 

参加申込書提出期限 令和７年１月２２日（水） 

企画提案書等提出期限 令和７年１月３１日（金） 

第１次審査（書面審査）結果通知 令和７年２月５日（水） 

第２次審査（プレゼンテーション） 令和７年２月１３日（木）予定 

審査結果通知 令和７年２月下旬 

※やむを得ない理由により、日程を変更することがある。 

５ 参加表明 

本プロポーザルに参加しようとする者は、この要領に記載された事項を全て

了知の上、次のとおり参加表明をすること。 

(1) 提出書類 

ア 参加申込書（別記様式１号） 

イ 会社概要（任意様式。パンフレット等でも可） 

 (2) 提出方法 

ア 持参又は郵送によること 

イ 持参の場合は、役場開庁日の午前９時～午後５時（正午～午後１時は除

く）とする。 

(3) 提出期限 令和７年１月２２日（水）午後３時まで 

６ 質問及び回答 

(1) 質問票の提出 

質問がある場合は、質問票（別記様式第２号）に必要事項を記載し、以下の

とおり提出するものとする。 

ア 質問票の提出先 上三川町総務課行政係 

イ 質問票の提出方法 質問票を電子メールに添付して提出するものとする。

なお、電子メールの件名は「【上三川町文書管理システム導入業務質問票／

事業者名】」とし、次のメールアドレス宛に提出するものとする。 



〈提出先メールアドレス〉 soumu01@town.kaminokawa.lg.jp 

ウ 質問票の提出期限 令和７年１月１６日（木）午後３時まで 

エ 質問への回答 質問に対する回答は上三川町公式ウェブサイト上に掲載

し、公表する。この場合において、質問内容を要約、分割又は統合して回

答することがある。 

オ 質問の回答 回答した内容は、本実施要領及び仕様書への追加又は修正

とみなすものとし、回答に対する問合せは受け付けない。 

７ 参加の辞退 

(1) 辞退の方法 

参加表明書を提出した以降に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速

やかに上三川町総務課行政係宛に参加辞退届（別記様式第３号）を提出するこ

と。 

(2) 留意事項 

ア 参加辞退提出後、参加辞退の撤回は認めない。 

イ 参加を辞退した場合、既に提出した書類等は返却しない。また、参加辞

退に起因して生じる損害は全て事業者の負担とする。 

８ 企画提案書の提出 

企画提案書等は、本実施要領に定めるところにより作成し、次のとおり提出

すること。 

(1) 提出物及び提出部数 

ア 企画提案書 ７部 

イ 機能要件確認表 ７部 

ウ 経費見積書 １部 

エ 会社概要書（別記様式第４号） １部 

オ 工程表（任意様式） １部 

(2) 提出先 上三川町総務課行政係 

(3) 提出期限 令和７年１月３１日（金）午後３時 



(4) 提出方法 

持参又は郵送によること。 

持参する場合の受付時間は、役場開庁日の午前９時～午後５時とし、事前に

連絡するものとする。 

郵送する場合は、上記提出期限までに必着とする。 

(5) 留意事項 

ア 企画提案書の作成経費、提出経費その他必要な費用は全て事業者の負担

とする。 

イ 提出後の差し替え、追加、変更、削除等は認めない。 

９ 企画提案書等の作成要領 

(1) 企画提案書 

ア 構成 

企画提案書（様式任意）には次の表の項目順に記載すること。 

項番 項目 記載内容 

１ 導入実績 国、都道府県、市町村に対する提案システムの過去

５年間の導入実績を記載すること。（主なもの） 

２ 業務管理 管理者等の必要な要員の確保及び業務に対する役

割等を記載すること。 

運用開始までのスケジュールと、事業者と本町の

役割分担を記載すること。 

３ システム概要及び

運用サポート 

システムの概要を記載すること。 

サポート体制（問い合わせ、障害発生時対応等）を

記載すること。 

本町から改善要望があった場合の対応方針、バー

ジョンアップの実施等について記載すること。 

４ セキュリティ対策 データバックアップ、アクセス制御など、システム

におけるセキュリティ対策を記載すること。 



職員等の操作による不正処理（文書の改ざん、不正

アクセス）への対策等を記載すること。 

５ 導入支援 システム導入に合わせた文書管理運用の見直し等

に対する支援を記載すること 

職員研修について記載すること。 

６ システム更新時の

対応 

次期更新時に他業者のシステムに移行した場合、

データ抽出に関する対応及び費用について記載す

ること。 

７ 業務効率化提案 業務を効率化させる仕組みを記載すること。 

効率化による見込まれる効果（業務時間の短縮等）

を記載すること。 

８ 自由提案 その他運用改善につながる提案事項、独自のアピ

ールを記載すること。 

イ 企画提案書の規格 

Ａ４横書きで、表紙、目次等を含めて４０ページを限度とする。 

(2) 機能要件確認表 

機能要件確認表について、次の表により対応する記号を対応区分欄に記入する

こと。 

記号対応表 

標準仕様で対応可 〇 

オプション機能・カスタマイズにより対応可

（無償） 

△ 

オプション機能・カスタマイズにより対応可

（有料） 

▲ 

対応不可 × 

(3) 経費見積書 

見積書は任意様式とし、仕様書、企画提案書、機能要件確認表の内容に基づ



き、全ての経費（オプション機能及びカスタマイズを要する場合には当該機能

に伴う経費）を含めるものとし、次の合計額（消費税及び地方消費税相当額を

含む。）を記載すること。なお、見積書には代表者印を押印（原本以外は写しで

可）の上、下記区分ごとに見積内訳書を添付すること。 

ア システム構築費用 

イ システム稼働費用 

ウ システム保守費用 

(4) 提出書類の取扱い 

 ア 提出後において、提出書類等の追加、変更、差替えは認めない。 

 イ 企画提案書等は、審査に必要な範囲において複製する場合がある。 

 ウ 提出された企画提案書等は、審査終了後も返却しない。 

１０ 審査の実施 

(1) 審査の実施主体 

本プロポーザルの審査は、上三川町内部事務システム導入等業務プロポーザ

ル選定委員会が実施する。 

(2) 審査の基準 

ア 第１次審査 

第１次審査は、提出された企画提案書その他関係書類について、次の項目

ごとに点数化を行い、その合計点数を算出し、審査を行う。第１次審査にお

いて合計点数が２５０点未満の提案者は失格とする。 

項目 配点 

企画提案書 １５０点 

機能要件 １５０点 

費用 ２００点 

合計 ５００点 

イ 第２次審査 

第１次審査の上位３者に対し、第２次審査を行う。第２次審査は、プレゼ



ンテーション及びデモンストレーションについて、次の項目ごとに点数化を

行い、その合計点数を算出し、審査を行う。 

項目 配点 

プレゼンテーション・デモンス

トレーション 
５００点 

合計 ５００点 

１１ 第２次審査について 

(1) 実施日 令和７年２月１３日（木）予定 

(2) プレゼンテーション及びデモンストレーション 

提案書に基づき審査委員に対してプレゼンテーション及びデモンストレーシ

ョンを実施する。プレゼンテーション及びデモンストレーションを５０分、質

疑１０分を予定。 

(3) 留意事項 

ア プレゼンテーション及びデモンストレーションに必要な機材等は、事業

者で準備するものとする。なお、スクリーン及び延長コードは町で用意する。 

イ 提案の参加人数は５名以内とする。ただし、機器接続等の準備のための

人数は除く。 

１２ 審査の結果 

(1) 第１次審査及び第２次審査の合計点数の順に順位を決定し、第１順位の提

案者を優先交渉権者とする。 

(2) 合計点数が同点の場合は見積価格が低い提案者を上位とし、見積価格も同

じ場合は委員長の採点結果が高い提案者を上位とし、委員長の採点結果も同

じ場合はくじ引きにより上位を決定する。 

(3) 審査結果は参加した全ての事業者に通知し、優先交渉権者のみ、町公式ウ

ェブサイトにおいて審査結果及び事業者名を公表する。 

１３ 契約の締結 

(1) 第１優先交渉権者と仕様及び契約条件等について、協議調整の上、随意契



約を締結する。なお、契約の締結に当たり、再度見積書の提出を依頼する。 

(2) 第１優先交渉権者との契約が成立しなかった場合には、次点に選定された

者と交渉を行う。 

１４ その他 

(1) 本プロポーザルに参加するために要する費用は、全て参加者の負担とする。 

(2) 提案者が１者の場合でも、本プロポーザルは実施する。 

(3) 審査及び選定結果に対する問合せ及び意義申立ては一切認めない。 

(4) 提出された企画提案書等は、上三川町情報公開条例（平成１３年上三川町

条例第２１号）に基づく公開請求の対象となる。 

(5) 本プロポーザルの参加に当たり、参加者に生じた損害等については、町は

一切のその責を負わない。 

(6) 電子メール等の通信事故については、本町はいかなる責任も負わない。 

(7) 本プロポーザル関連書類等作成のため、本町が配布した資料等は、本町の

許可なく公開若しくは公表をし、又は使用してはならない。 

(8) 本実施要領に規定されていない事項が発生した場合は、公平性を考慮の上、

適宜本町が判断する。 

(9) 虚偽申請等不正行為が発生した場合は、優先交渉権の資格を取り消し、指

名停止等の措置を講ずる場合がある。 


